
　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　　本件抗告を棄却する。
　　　　　抗告費用は抗告人等の負担とする。
　　　　　　　　　理　　　　由
　本件抗告の趣旨及び理由は、別紙に記載するとおりである。
　<要旨>そこで、本件抗告の当否について考えるに、原決定と同様に、商法第二百
七十条第一項の仮処分は、その性</要旨>質民事訴訟法上の仮処分に外ならず、又商
法第二百七十条第二項の規定は、新たに、特別の取消、変更を認めたものではな
く、従来民事訴訟法に規定された異議、取消の申立等により、同条第一項の仮処分
の取消、変更を求めうることを注意的に包括して規定したに止まるものと解すべき
であるから、抗告人等の本件仮処分取消もしくは変更の申立は、許されないものと
解する。抗告人等の援用する反対の見解もないではないが、これを採用しない。そ
うとすれば、抗告人等の右申立を却下した原決定は、まことに相当であつて、記録
を精査しても、その他原決定を違法とすべき何等の瑕疵をも見出すことができな
い。
　よつて、抗告人等の本件抗告は、理由がないというの外ないからこれを棄却すべ
きものとし、抗告費用の負担につき、民事訴訟法第九十五条、第八十九条を適用し
て、主文のように決定する。
　（裁判長裁判官　浜田従六　裁判官　山口正夫　裁判官　吉田誠吾）


